
志津南学区まちづくり協議会  平成 2７年度定時総会 議事録 2015/4/19 

1 
 

                                  
日 時 平成27年４月19日（日）10:00～11:30 

場 所 志津南市民センター会議室 

出席者 代議員118名のうち90名,新旧正副会長6名,新旧監事4名のうち3名,新理事14名のうち13名  

事務局職員2名、市民センター職員3名、傍聴人6名  合計123名 
1. 開会の辞（妹尾事務局長） 

ただいまから、志津南学区まちづくり協議会平成 27 年度定時総会を開会する。 
代議員総数 118 名のうち出席者 90 名で、その内 46 名は委任状提出。会則第 16 条第 4 項の規定

により、3 分の 2 以上（79 名以上）の出席となっており、本総会は有効に成立している。 
 
2、会長挨拶（中原会長） 
   平成 27 年 4 月から追分南町内会が志津南学まちづくり協議会に加入し、志津南小学校通学区域

のほとんどの町内会が加入してのまちづくり協議会となった。まだ加入していない追分南八丁目

町内会とは、今後協議を重ねていきたい。追分南町内会の約 400 戸の加入に伴い、全体で約 1800
戸となり、2 年前の志津南「地区」まちづくり協議会から戸数は約 2 倍、面積は約 3 倍となり、ま

ちづくり協議会の活動範囲が広がった。 
   代議員数も各町内会の各班から 1 名選出で 107 名、各種団体の代表者 15 名のうち、理事 4 名を

除く 11 名の合計 118 名となっている。議論の活発化と議事のスムーズな進行を図るため、代議員

には事前に質問書を出していただくよう依頼し、3 名から質問書が提出されている。本日は、質問

書を提出していない代議員の方からの質問や意見も承りたい。 
 
3、議長選出（妹尾事務局長） 
   代議員から議長を選出していただきたいが、どのような選出方法としますか。 

（事務局一任との声）（それで異議なしとの声） 
   議長に、草津栗東交通安全協会志津南支部長の佐々木奉昭さんを選出。 
4、議事録署名人指名（佐々木議長） 
  議事録署名人として、若草二丁目町内会の杉本道朗さんと、若草四丁目町内会の松谷孝子さんを

指名。 
 
5、議事（佐々木議長） 
（1）第 1 号議案「平成 26 年度活動報告」および第 2 号議案「平成 26 年度決算報告および監査報告」

は関連があり、一括審議とする。 
  【説明、報告】 
   ・活動報告および決算報告について中原会長より説明。 
   ・監査結果について、東泰雄、松本孝子の両監事より報告。 

【意見】 
 ・活動報告に、地域福祉グループの民生委員児童委員協議会が行っている育児支援活動として、

7 月の七夕会と 9 月の親子ふれあい広場しか記載がないが、その他にも行っている活動がある

ので、加筆をお願いしたい。 
・決算報告の支出の部で、地域福祉活動の中の育児支援活動は民生委員児童委員協議会が行っ

ているので、明記していただきたい。 
  【回答】 
    指摘があった箇所については、この場で加筆をお願いしたい。来年度の総会の議案書の活動

報告・決算報告および活動計画(案)・予算(案)では修正しておく。 
【質問】 
 ・青少年育成活動の声かけパトロールについて、予算額 5,000 円のところ、決算額が 75,021 円

となっているが、増加理由をお聞きしたい。 
・当初予算で見込んでいない追加事業については、総会の議決が必要ではないか。 

 ・ふれあい推進活動において、みなくさつまつり参加事業の 755 円、立命館 20 周年記念事業参

加の 1,570 円という収入について、説明していただきたい。 
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  【回答】 
 ・声かけパトロールは各町内会の役員の方にお願いして、毎年 8 月から 2 月に実施している。

使用しているベストやライトがかなり古くなり、また 3 町内会等の加入により、購入が必要

となって予算を費やした。「活動費会計処理要領」では、各団体で項目ごとに予算を申請する

が、その項目間での流用はしてもよいことになっている。ただ、総額を超える場合は、事前

に理事会の承認を必要とすることとしている。青少年育成活動としては、ある程度他の予算

を削減して声掛けパトロールの支出を増やしたものとなった。 
 ・追加予算の仕組みについては、「活動費会計処理要領」により、柔軟に活動が行えるよう、総

会に図ることなく理事会で承認することとしている。 
 ・みなくさつまつり、立命館 20 周年記念事業では、ボランティアの方々の協力により、たこ焼

き店を出店した。売上げが材料費等の支出を上回り、多少の利益があった。 
【質問】 
  平成 29 年度から、市民センターの運営に指定管理者制度を導入するということだが、現在の

進捗状況を教えていただきたい。 
【回答】 

この件は、総会の議案には関係ないので、この場で回答する必要はないと思われる。今後、

具体的な内容を報告すべきときは、志津南ニュースや理事会の議事録等でお伝えしていく。 
ただ、参考までに情報として、ここでお知らせしておく。平成 29 年度からまちづくり協議会

を指定管理者として、センターの運営をしていくことになっている。市内 13 学区のまちづく

り協議会の会長で構成される草津市まちづくり協議会連合会という組織があり、その会合で、

市から出された案を議論し、決定していくことになる。市民センターの業務として、諸証明

発行事務および貸館事務、生涯学習講座がある。諸証明発行事務は行政が行うべき業務なの

で、まちづくり協議会は貸館事務および各種講座を担うことになる。マイナンバー制度の導

入により、10 月 1 日から各個人ごとに 12 桁の番号が通知される。来年 1 月から希望者が申

請すればマイナンバーカードが発行され、来年 10 月からマイナンバーカードを使ってコンビ

ニでの諸証明発行が可能になる。平成 29 年 4 月からは市民センターでの発行はなくなる。 
  【意見】 

  会議費の予算で 100,000 円が計上され、決算額が 76,106 円となっているが、この内容につい

て教えていただきたい。理事の親睦会飲食費に使われていると聞いたが、そうであれば自己

負担すべきではないか。 
【回答】 

会議費の支出内容は、理事会メンバーの年度末の慰労会の費用で、半額程度は自己負担とし

ている。また、研修費は、年度初めに理事会メンバーで懇親会を行い、慰労会と同じく半額

程度を自己負担とし、残額を決算額に計上している。 
平成 26 年度の総会で承認された予算であり、予算額を上回る決算額とはなっていないので、

決算報告としては承認していただきたい。 
  【採決】代議員多数の拍手により承認。 
 
（2）第 3 号議案「会則改正(案)」  

【説明】 
中原会長より説明。 

【質問】 
志津南学区まちづくり協議会「組織と主な活動」の本部の枠内の 6 つの委員会が削除されて

いるが、その中の若草地区町並み保存委員会は、今後どういう位置づけとなるのか。 
【回答】 

    まちづくり協議会とは学区全体の組織であり、それを構成する町内会や各種団体の活動があ

る。6 つの委員会は、まちづくり協議会とは直接関係のない組織であるため、削除した。 
若草地区町並み保存委員会は、草津市によって策定された地区計画を基に町並み保存規則が

あり、それに基づいて設置されていることから、まち協からは独立して存続する組織である。 
【採決】代議員多数の拍手により承認。 

 




